
20広報すおう大島 令和３年 ( 2021 年 )11 月号

発
行
：
周
防
大
島
町
（
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
小
松
126-2）

編
集
：
政
策
企
画
課
　
☎
0820-74-1007　

印
刷
 ㈲
日
良
居
タ
イ
ム
ス
　

○
広
報
す
お
う
大
島
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
：
https://w

w
w
.tow
n.suo-oshim

a.lg.jp　
Ｅ

メ
ー

ル
：
seisakukikaku@

tow
n.suo-oshim

a.lg.jp　

　廃棄物の野焼き（野外焼却）については、廃棄物処理基準を満たしていない ※設備等での焼却を
含め、法律で禁止されています。ただ、例外としては次のものなどがあります。
○ どんと焼きなどの風俗習慣上または、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
○ 農業者が行う稲わら等の焼却など、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして
行われる廃棄物の焼却。（廃ビニールの焼却は含みません）
○ たき火を行う際の木くず等の焼却など、臭いや煙が近所の迷惑にならない程度に少量で行われる
廃棄物の焼却。
 　ただし、プラスチック類の焼却や苦情がでる焼却は野焼き禁止の例外になりません。
　家庭のごみは野焼きをせず、分別してごみの収集場所へだしてください。
　野焼きをした人は、５年以下の懲役、1000 万以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられ
る場合があります。
※廃棄物処理基準を満たしていない例
　小型（簡易）焼却炉やドラム缶やブロック等での簡易焼却装置など

野焼き（野外焼却）はやめましょう
問生活衛生課 生活衛生班　☎ 0820（79）1012

このコーナーはＰＤＦ版では掲載しておりません。


